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参考 

社会福祉法人カシオペア障連職員のキャリアと所得について 

 

☆福祉系 4 年制大学（社会福祉士・精神保健福祉士資格取得）卒業の場合 

 社会福祉士・精神福祉士の有資格者は、4月より正規職員として採用します。 

 資格試験不合格の場合は、臨時職員として採用し資格試験合格後、4月に正規職員に登用します。 

 相談支援（専門員）員希望の場合は、その希望に沿って指導育成します。 

 

参考例１） 

項 目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 

基本給 171,000 172,600 174,200 175,800 177,400 178,200 179,800 181,300 

通勤手当（4～6 ㎞） 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

資格手当※１ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

諸手当※２ 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 40,500 40,500 46,500 

業務手当※３       10,000 10,000 

月支給額 201,900 203,500 205,100 206,700 208,300 228,000 239,600 247,100 

賞 与※４ 400,000 535,000 540,000 545,000 550,000 566,000 571,000 582,000 

処遇改善加算等※５ 24,000 24,000 24,000 24,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

決算特別手当※６ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 

年間総所得額 2,930,000 3,083,000 3,110,000 3,134,000 3,279,000 3,531,000 3,675,000 3,776,000 

1 か月平均給与 244,000 258,000 259,000 261,000 273,000 294,000 306,000 315,000 

参考例１は、4年制大学卒業の A職員を参考にしたシュミレーションです。 

・この方の場合、大学卒業後就職し、社会福祉士として勤務されています。 

6㎞圏内のアパートに居住されました。6年目の時に結婚され扶養手当を受給、8年目で第 1子誕生に

より扶養手当増となっています。5年目から処遇改善加算等が上乗せされています。 

 

※１ 主たる資格手当：社会福祉士（6,000円）、精神保健福祉士（6,000円）等 

※２ 諸手当：住宅手当、扶養手当等 ※退職金共済制度加入による退職金有り 

※３ 業務手当：課長、主任、管理者、サービス管理責任者等 

※４ 賞与：期末勤勉手当支給日（夏期 7月 1日、冬期 12月 15日）、1年目も受給資格有り 

※５ 処遇改善加算等：直接処遇職員には特定処遇改善加算の申請により支給している 

※６ 決算特別手当：全職員を対象に年度決算状況を踏まえ特別手当が支給されている 

※その他 人材育成をねらいとして、全職員を対象とした人事調書をもとに、各種研修有り。 

※その他 採用後 3か月間の試用期間があります。期末勤勉手当（夏期）は、試用期間を含みます。 

 



 

社会福祉法人カシオペア障連                             2023.07 

☆福祉系短期大学（保育士資格取得）卒業の場合 

 保育士の有資格者は、4月より正規職員として採用します。 

 資格試験不合格の場合は、臨時職員として採用し資格試験合格後、4月に正規職員に登用します。 

 

参考例２） 

項 目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 

基本給 164,600 166,200 167,800 169,400 171,000 172,600 174,200 175,800 

通勤手当（4～6 ㎞） 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

資格手当※１ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

諸手当※２ 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 40,500 40,500 46,500 

業務手当※３       10,000 10,000 

月支給額 194,500 196,100 197,700 199,300 200,900 221,400 233,000 240,600 

賞 与※４ 383,000 515,000 520,000 525,000 530,000 549,000 554,000 565,000 

処遇改善加算等※５ 24,000 24,000 24,000 24,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

決算特別手当※６ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 

年間総所得額 2,826,000 2,978,000 3,002,000 3,026,000 3,170,000 3,434,000 3,579,000 3,681,000 

1 か月平均給与 246,000 248,000 250,000 252,000 264,000 286,000 298,000 307,000 

参考例２は、短期大学卒業の B職員を参考にしたシュミレーションです。 

・この方の場合、短大卒業後就職し、保育士として勤務されています。 

6㎞圏内のアパートに居住されました。6年目の時に結婚され扶養手当を受給、8年目で第 1子誕生に

より扶養手当増となっています。 

5年目から処遇改善加算等が上乗せされています。 

 

※１ 主たる資格手当：保育士（5,000円） 

※２ 諸手当：住宅手当、扶養手当等 ※退職金共済制度加入による退職金有り 

※３ 業務手当：課長、主任、管理者、サービス管理責任者等 

※４ 賞与：期末勤勉手当支給日（夏期 7月 1日、冬期 12月 15日）、1年目も受給資格有り 

※５ 処遇改善加算等：直接処遇職員には特定処遇改善加算の申請により支給している 

※６ 決算特別手当：全職員を対象に年度決算状況を踏まえ特別手当が支給されている 

※その他 人材育成をねらいとして、全職員を対象とした人事調書をもとに、各種研修有り。 

※その他 採用後 3か月間の試用期間があります。期末勤勉手当（夏期）は、試用期間を含みます。 
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☆看護学校（看護師資格取得）卒業の場合 

 看護師有資格者は、4月より正規職員として採用します。 

 資格試験不合格の場合は、臨時職員として採用し資格試験合格後、4月に正規職員に登用します。 

 

参考例３） 

項 目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 

基本給 164,600 166,200 167,800 169,400 171,000 172,600 174,200 175,800 

通勤手当（4～6 ㎞） 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

資格手当※１ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

諸手当※２ 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 40,500 40,500 52,500 

業務手当※３       10,000 10,000 

月支給額 202,000 203,000 205,000 206,000 208,000 228,000 240,000 250,000 

賞 与※４ 383,000 515,000 520,000 539,000 544,000 555,000 560,000 570,000 

処遇改善加算等※５ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

決算特別手当※６ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 

年間総所得額 2,965,000 3,116,000 3,140,000 3,405,000 3,429,000 3,532,000 3,676,000 3,709,000 

1 か月平均給与 247,000 260,000 262,000 284,000 286,000 294,000 306,000 314,000 

参考例３は、看護学校卒業の C職員を参考にしたシュミレーションです。 

・この方の場合、看護学校卒業後就職し、看護師として勤務されています。 

12㎞圏内のアパートに居住されました。4年目に結婚され扶養手当を受給、6年目で第 1子誕生、8年

目に第 2子誕生により扶養手当増となっています。 

5年目から処遇改善加算等が上乗せされています。 

 

※１ 主な資格手当：看護師（12,000円）等 

※２ 諸手当：住宅手当、扶養手当等 ※退職金共済制度加入による退職金有り 

※３ 業務手当：課長、主任、管理者、サービス管理責任者等 

※４ 賞与：期末勤勉手当支給日（夏期 7月 1日、冬期 12月 15日）、1年目も受給資格有り 

※５ 処遇改善加算等：直接処遇職員には特定処遇改善加算の申請により支給している 

※６ 決算特別手当：全職員を対象に年度決算状況を踏まえ特別手当が支給されている 

※その他 人材育成をねらいとして、全職員を対象とした人事調書をもとに、各種研修有り。 

※その他 採用後 3か月間の試用期間があります。期末勤勉手当（夏期）は、試用期間を含みます。 


